
　　         質権設定承認請求書兼質権設定契約書
ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社　宛

	質 　権 　の 　目 　的

	保険証券番号
	　第　　　　　　          　　　　　 号（から第　　　　　　           　　 　　号まで）
　　　　　　　　　　　　　　　　　     （一括扱生命保険証券のとき）

	権利質の内容
	上記生命保険の普通保険約款・特約・特則に基づく請求権および保険金等と発生事由をともにして支払われるその他一切の払戻金の請求権ならびに保険契約が不成立または無効となった場合の返還保険料等の各請求権。ただし、傷害特約、各入院特約等に基づく諸給付金請求権ならびに次に定める請求権は質権の目的から除外する。
 (質権の目的から除外する項目に○印）
　　　   死亡保険金、高度障害保険金、死亡給付金、遺族年金、高度障害年金の請求権
　　　   満期保険金、祝金、年金、生存給付金の請求権
         災害死亡保険金
その他（	　			　　　　　　　　）

	
被担保債権
	　 質権者が質権設定者に対し現在有し、または将来有する一切の債権

	
	　（上記と異なる場合のみ、必要箇所を記入する。）
　　　債権証書日付　　　　　　　年　　　月 　 　日
　　　証書債権額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円


債権者・質権者（甲）と債務者・質権設定者（乙）は、右記の質権設定契約条項に基づき、質権を設定しました。ついては、この質権設定について承認のうえ、保険証券に裏書きされるよう甲・乙連署をもって請求いたします。また、保険契約者が質権者との上記契約を含む一切の契約に基づき期限の利益を失った場合は、質権者は保険契約者を代理して、貴社に対し上記保険契約の解約ができるものとします。なお、保険契約者はこの代理権を質権者の承諾なく取消したり、質権者以外の第三者に重ねて付与したりしません。
あわせて、下記の保険契約者、保険金受取人および質権者は、当請求書面上に記載された「個人情報の取扱に関する事項」を確認し、貴社の質権設定に関する個人情報の取扱に被保険者とともに同意します。
 令和　　年　　月　　日
　（甲）質権者
　　　　　　住所 〒



　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　 印 

　（乙）質権設定者（保険契約者：自署）
　　　　　　住所 〒



　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　 印 
上記質権設定に同意します。
（被保険者：自署）　　　　　　　　　　　　　　　　　 （連生保険の場合、第二被保険者：自署）


　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 印 　 氏名　　　　　　　　　   　　　　　　　 印 

（死亡保険金受取人：自署）                           （保険金受取人２：自署）


    氏名                                       印    氏名                                    印 
（満期保険金受取人：自署）                                               

 
    氏名                                       印    
 (
確定日付欄
) (
ご請求のとおり承認いたします。
承認日
ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社
)







質権設定契約条項

第1条 甲および乙は、左記被担保債権に基づく債務（以下「本債務」という。）の弁済の担保として、乙がＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社（以下「丙」という。）との間に締結する左記保険契約（以下「保険契約」という。）の保険金等請求権の上に、甲を質権者、乙を質権設定者とし、質権を設定する。
第2条 質権の目的は、保険契約の普通保険約款・特約・特則に基づく請求権および保険金等と発生事由をともにして支払われるその他一切の払戻金の請求権ならびに保険契約が不成立または無効となった場合の返還保険料等の各請求権とする。ただし、傷害特約、各入院特約等に基づく諸給付金請求権、権利質の内容に定める質権の目的から除外する請求権を除く。
第3条 質権は、以下に対して効力を及ぼす。
（１）保険契約が失効し復活した場合、その復活した保険契約
（２）料率の変更に伴う保険金の増額	
（３）約款の規定による自動更新における、更新後の保険契約
第4条 乙は質権設定期間中、約款の規定による期日以内に保険料を丙に払い込むものとし、保険料の払込を中止してはならない。乙は万一保険料の払込を中止したときは、ただちに甲にその旨を通知するものとし、丙は甲に対する通知義務を負わない。
第5条 乙が丙に対して、以下の権利を行使するには、甲の同意書を添付してこれを行うものとする。
（１）保険契約の解約   
（２）契約者貸付
（３）保険契約者または保険金受取人の変更
（４）保険契約内容の変更 
（５）保険証券の再発行
（６）保険料の自動振替貸付取扱の変更
第6条 質権設定期間中に第２条に定める質権の目的につき支払事由が生じたときは、支払われる金銭を限度として、本債務の支払期限が到来したものとする。
第7条 乙は、第２条に定める質権の目的となっている請求権に対して支払われる金銭を受領する一切の権限を甲に委任する。これに伴い丙が支払う金銭は、直接甲に支払われるものとする。甲は、金銭について本債務の弁済に充当後に残額があればその残額を乙または保険金受取人に返還する。
第8条 甲および乙は、丙が保険契約に基づき以下の（１）ないし（７）の取扱をする場合があることを確認する。
（１）保険契約が失効し、解除されまたは無効の場合、保険金を支払わないこと。
（２）保険契約が支払免責事由に該当した場合、保険金を支払わないこと。
（３）保険契約者に対する契約者貸付残高、保険料自動振替貸付残高、不足・未収保険料などがある場合、その元利金を支払われる保険金等から差し引くこと。
（４）契約の復活を承諾しないこと。
（５）告知義務違反により保険契約を解除すること。
（６）特別条件契約の場合、保険金を削減して支払うこと。
（７）その他保険約款に基づく抗弁事由の保留。
第9条 甲は当該質権の転質は行わない。また、乙は保険契約について重ねて質権の設定は行わない。
第10条 甲の故意により保険事故が発生した場合、甲は質権を喪失するものとする。
第11条 質権設定期間中、保険証券は甲が所持する。
第12条 乙が本約定の各条項の一にでも違背した場合は、甲の請求により、乙は甲に対する一切の期限の利益を失い、直ちに本債務残額全部を一括弁済する。
第13条 質権は、甲が署名した質権消滅確認請求書の請求日に消滅する。    
第14条 質権設定契約について、甲、乙および保険金受取人に生じた紛争は、甲、乙、および保険金受取人において解決するものとし、本契約条項に定めのない事項は、丙の約款及び日本国の法令によるものとする。


■個人情報の取扱に関する事項
当社は、この質権設定に関する個人情報を、質権設定・承認および変更などの質権事務、質権を設定する保険契約の履行、保険金等支払の判断・手続き等のために業務上必要とする範囲で取得・利用します。
 (
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1
00
)また、これらの業務のために、質権を設定する保険契約に関する個人情報とともに、質権者等に提供を行うことがあります。 詳細につきましては当社のホームページ(https://www.himawari-life.co.jp)をご覧ください。
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